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質　　　問 回　　　答

1

工事全般において、施工箇所周辺が田
圃や公園に面しているため、施工箇所
への進入ができません。又、仮に田圃
を借地し進入路を設け施工ヤードを確
保するとなると、軟弱な地盤への対応
も必要となります。施工方法について
ご教示ください。又、これらの対応を
実施する場合、設計変更の対象となり
ますか。

水路西側は区画整理事業用地となって
おり、当該事業で水路際まで仮設道路
を築造する予定となっていることか
ら、本工事は当該仮設道路を利用する
こととしております。
また、施工ヤード等につきましては区
画整理事業と工程等調整のうえ対応す
ることと致します。

2

施工中の水替えについて、仮設排管や
仮締切を行う時や、その他施工中の水
替えが必要になると思いますが、設計
変更の対象となりますか。

仮設排管や仮締切設置にかかる排水に
ついては経費内での対応を見込んでお
りますが、その他施工中の水替えにつ
いては流入水量などの状況等を踏ま
え、対策を協議のうえ対応することと
致します。

3

工事着手にあたり相当な量の草刈りが
必要と思われますが、設計変更の対象
となりますか。

現場着手前に市の定期草刈業務にて除
草対応致します。
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